
収益の認識が変わります 

ポイントを付与した売上げ 

ポイントを付与した売上げとは 

最近はスーパーはもちろん、町の小売屋

さんや飲食店などでも買い物や飲食をした

場合にポイントを貰えて、たまったポイン

トを使うとその分値引きされるケースが

多々あります。こういった場合の商店側の

売上げはどうしているのでしょう。 

従来の処理 

例えば 10,000 円の商品を販売し消費税

800 円とともに 10,800 円を受領し、ポイン

ト 10％1,080 円分をお客様に与えた場合を

考えてみます。 

（現金）10,800 （売上）10,000 

        （消費税）800 

付与したポイントは使われるかどうかわか

らないため処理しません。 

後日同じように 10,000 円の商品の販売時

にポイントが使われた場合、 

（現金）9,720    （売上）10,000 

（売上値引き）1,000 （消費税）800 

   又は 

（広告宣伝費） 

（消費税）80 

新しい収益認識 

 ポイントを付与した時点で将来の値引き

の履行義務が発生していると捉え、以下の

処理となります。 

（現金）10,800 （売上）9,025 

         （契約負債）975 

         （消費税）800 

10,000×10,000÷(10,000＋1,080)＝9,025 

後日同じようにポイントが使われた場合は 

（現金）9,720      （売上）10,000 

（売上値引き）1,000  （消費税）800 

（消費税）80 

（契約負債）975     （売上）975 

契約負債分だけ売上計上が後になります。 

ただし、発行ポイントを発行年度ごとに

区分して管理する等、該当要件が定められ

ておりますのでご留意ください。 

また仮受消費税額の年度総額は、年間売

上＋年間契約負債の発生額の 8％となりま

すので、その辺りの管理も複雑となります。 

更に 9,720 円にポイントが付与される場

合はもっと複雑になります。管理事務コス

トと併せて検討する必要があると思います。 
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参ったな～ 

何で合わな

いのだろう 


